
 

相談（苦情

処理） 

紛争性（法令の適用により解決しうる民事に関する紛争）の有無 

当事者以外の第三者の関与形態 

合意成立が見込まれない場合の和解勧試 

当事者の互譲による紛争解決のための合意形成の

促進（受諾義務のある第三者の判断は提示しない）

受諾義務のある第三者の判

断の提示による紛争の解決

（判断について当事者の受

諾義務あり） 

仲裁 調停 あっせん 

適用対象外

あっせん、調停及び仲裁の類型化 

(ADR検討会資料を改編) 

第三者が相当であると認

めるときは、判断を提示 
手続終了 

紛争性なし 紛 争 性 あ り 

両当事者と接触（他方当事者が手続参加に合意しているか否かは問わない） 

手続の開始時点における第三者の関与目的 

一方当事者

のみと接触 
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